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令和６年３月井手町議会（定例会）会議録（第２号）  

 

招集年月日  

     令和６年３月８日  

招集の場所  

     井手町役場議場  

開閉会日時及び宣告  

     開会  令和６年３月８日午前１０時００分  議長  奥田俊夫  

     閉会  令和６年３月８日午後  ０時３７分  議長  奥田俊夫  

応招議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄       10番  木村  武壽  

不応招議員  

       な   し  

出席議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄       10番  木村  武壽  

欠席議員  

       な   し  

会議録署名議員の氏名  

       ５番  田中  保美       ９番  岡田  久雄  

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議 会 事 務 局 長 森田   肇       議 会 書 記  梶田  篤志  

 議 会 書 記  林田  夕加      議 会 書 記  新田  純平  

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名  

 町 長 西島  寛道      副 町 長  島田  智雄  
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 参 与 西垣  義郎      教 育 長  中田  邦和  

 理事兼総務課長事務取扱 脇本  和弘      理事兼地域創生推進室長事務取扱 山本  勇人  

 理事兼会計管理者事務取扱 木村  恵理      理事兼住民福祉課長事務取扱 花木  秀章  
 
                    学 校 教育 課長 ・   理事兼建設課長事務取扱 柳原  健二               高江  裕之  
                    自然休養村管理センター館長兼務 
 

 企 画 財 政 課 長 寺井  佳孝      税 務 課 長   乾   浩朗  

 高 齢 福 祉 課 長 坂井幸一郎      保 健 医 療 課 長 中谷   誠   
 
 保健センター所長・            畑中  博之      産 業 環 境 課 長 菱本  嘉昭  
 地域包括支援センター所長兼務 
 

 上 下 水 道 課 長 仁木   崇       建 設 課 参 事  辻󠄀井  祐介  
 
                    いづみ人権交流センター所長・  同和・人権政策課長  西島  豊広               平間  克則  
                    いづみ児童館長兼務   
 
 社 会 教育 課長 ・            中坊  玲子      学校給食センター所長 奥山  英高  
 山吹ふれあいセンター所長・図書館長兼務 
 

議事日程  

     別紙のとおり  

会議に付した事件  

     別紙のとおり  

会議の経過  

     別紙のとおり  



 

－８９－ 

令和６年３月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程〔第２号〕 

令和６年３月８日（金）午前１０時開議 

 

第１  会議録署名議員の指名  

第２  議案第５号  井手町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例制定の件  

第３  議案第６号  井手町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件  

第４  議案第７号  介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員

等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件  

第５  議案第８号  介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定

の件  

第６  議案第９号  介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員等の

基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件  

第７  議案第 10号  介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員等の

基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件  

第８  議案第 11号  井手町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件  

第９  議案第 12号  井手町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

制定の件  

第 10 議案第 20号  令和６年度井手町一般会計予算  

第 11 議案第 21号  令和６年度井手町国民健康保険特別会計予算  

第 12 議案第 22号  令和６年度井手町水道事業会計予算  

第 13 議案第 23号  令和６年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会計予算  

第 14 議案第 24号  令和６年度井手町後期高齢者医療特別会計予算  

第 15 議案第 25号  令和６年度井手町介護保険特別会計予算  

第 16 議案第 26号  令和６年度井手町下水道事業会計予算  

第 17 議案第 27号  令和６年度井手町多賀財産区特別会計予算  



 

－９０－ 

議事の経過 

 

議長（奥田俊夫）   皆さん、おはようございます。早朝よりのご参集、ご苦

労さまでございます。  

 ただいまから令和６年３月井手町議会定例会を再開し、直ちに本日の会議

を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番、田中保美

議員、９番、岡田久雄議員を指名いたします。  

 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席番号の方にお願いいた

します。  

 次に、日程第２、議案第５号、井手町福祉医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  

保健医療課長（中谷  誠）   それでは、議案第５号、井手町福祉医療費の支

給に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げ

ます。  

 井手町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよう

に定める。  

 なお、今回の改正につきましては、京都府の福祉医療助成事業費補助金交

付要綱の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  

 それでは、２ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。井手町福祉医

療費の支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表。  

 例規ページ数２８０５ページ、第２条、受給資格の規定でありまして、府

交付要綱の一部改正に伴い、今回新たに精神障害者の規定を追加し、条文を

整備するものであります。  

 それでは、１ページに戻っていただきまして、附則であります。１項、施

行期日の規定であります。この条例は、令和６年８月１日から施行する。  

 ２項、経過措置の規定であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  
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議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   今回の条例改正で対象医療、入院や通院はもちろん入る

と思うんですが、歯科は入りますか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  

保健医療課長（中谷  誠）   ただいまのご質問でございますが、入院も外来

も歯科も全部入ります。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   公費負担の割合、京都府と井手町の割合はどうなってい

ますか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  

保健医療課長（中谷  誠）   公費負担の割合でございますが、京都府の補助

金が２分の１でございます。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第５号、井手町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改

正する条例制定の件を採決します。  

 議案第５号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  
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     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第５号は原案のとおり

可決されました。  

 次に、日程第３、議案第６号、井手町介護保険条例の一部を改正する条例

制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   それでは、議案第６号、井手町介護保険条例

の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  

 井手町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、３年に１度見直しを行う介護保険事業

計画の策定により、所得に応じた段階の介護保険料の見直しを行うなどの一

部改正であります。  

 次の１ページをご覧ください。井手町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 井手町介護保険条例の一部を次のように改正する。  

 それでは、４ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。井手町介護保

険条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。  

 例規ページ数３０９１ページ、第３条、保険料率の規定であります。こち

ら、賦課期間を令和３年度から令和５年度までの３年間を、令和６年度から

令和８年度までの３年間に改める条文の整備であります。  

 次に、第１号であります。こちらにつきましては、介護保険法施行令第３

９条第１項第１号に掲げるものでございますが、こちら、生活保護の受給者

でありましたり、住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の

合計が８０万円以下である方でございまして、現行の３万４，９３８円を３

万３，８３６円に改める条文の整備であります。  

 次に、第２号でありますが、こちらにつきましては保険料段階第２号の方

でございまして、住民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計

額が１２０万円以下の方でありまして、現行の５万２，４０７円を５万９４

０円に改めるものでございます。  

 次に、第３号であります。こちらにつきましては保険料段階第３段階の方

でございまして、住民税非課税世帯の方で第２号に該当しない方でありまし
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て、現行の保険料５万３，８０５円を５万２，２７８円に改めるものでござ

います。  

 次に、第４号でございますが、こちらにつきましては保険料段階第４段階

の方でございまして、本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額

の合計が８０万円以下の方であります。現行の６万８，４７９円を７万６４

６円に改めるものでございます。  

 第５号であります。こちらにつきましては保険料段階第５段階の方であり

まして、本人が住民税非課税の方であり、現行の保険料６万９，８７６円を

７万４，３６４円に改めるものでございます。  

 次に、第６号であります。こちらにつきましては保険料段階第６段階の方

でございまして、本人が住民税課税でありまして、合計所得金額が１２５万

円以下の方で、現行の保険料９万４，３３３円を１０万３９２円に改めるも

のでございます。  

 次に、５ページをご覧ください。こちら、４ページから続いておりますペ

ージ上部の第６号のイの規定でございますが、今回の改正により保険料段階

が増えたことによる条文の整備でありまして、以降、第１０号まで同様のも

のとなっております。  

 次に、第７号であります。こちらにつきましては保険料段階第７段階の方

でありまして、本人が住民税課税の方でありまして、合計所得金額を２００

万円未満から２１０万円未満に改めまして、現行の保険料９万５，７３１円

を１０万１，８７９円に改めるものでございます。  

 次に、第８号であります。こちら、保険料段階第８段階の方でありまして、

本人が住民税課税の方であり、合計所得金額２００万円以上３００万円未満

から２１０万円以上３２０万円未満に改めまして、現行の保険料１１万３，

２００円を１２万４７０円に改めるものでございます。  

 次に、第９号であります。こちら、保険料段階第９段階の方でありまして、

本人が住民税課税であり、合計所得金額が３００万円以上４００万円未満か

ら３２０万円以上４２０万円未満に改めまして、現行の保険料を１２万１８

７円から１２万７，９０７円に改めるものでございます。  

 次に、６ページをご覧ください。第１０号であります。こちらにつきまし

ては保険料段階１０段階の方でありまして、本人が住民税課税の方であり、

合計所得金額が４００万円以上５００万円未満から４２０万円以上５２０万
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円未満に改め、現行の保険料１２万７，１７５円を１３万９，０６１円に改

める整備であります。  

 次に、第１１号を追加しまして、こちらにつきましても本人が住民税課税

の方でありまして、合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の方であ

る場合、保険料を１７万１，０３８円とするものでございます。  

 同号イの規定でございますが、生活保護受給者がこの段階の保険料を適用

すれば生活保護を必要としない状態となる場合、この額を適用するというこ

との規定でございまして、第１１号以降、同様の規定であります。  

 次に、第１２号を追加しまして、こちらにつきましては本人が住民税課税

の方でありまして、合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である場

合、保険料を１７万４，７５６円とするものでございます。  

 ７ページをご覧ください。１３号を追加しまして、本人が住民税課税の方

でありまして、合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満である場合、

保険料を１７万８，４７４円とするものでございます。  

 次に、第１４号を追加しまして、本人が住民税課税の方であり、合計所得

金額が８２０万円以上９２０万円未満である場合、保険料を１８万２，１９

２円とするものでございます。  

 次に、１５号を追加しまして、こちらも本人が住民税課税の方であり、合

計所得金額が９２０万円以上１，０２０万円未満である場合、保険料を１８

万５，９１０円とするものであります。  

 次に、８ページをご覧ください。既存の１１号を１６号としまして、各号

のいずれにも該当しないものとして、現行の１５万７，２２１円を１８万９，

６２９円に改めるものでございます。  

 次に、第３項から第５項までの規定でございますが、こちら、第１項第１

号から同項３号の保険料の軽減を図るための読替規定でありまして、賦課期

間として第３項から第５項まで、令和３年度から令和５年度を令和６年度か

ら令和８年度に改めるものです。また第３項でございますが、第１項第１号

で規定する保険料３万３，８３６円を２万１，１９４円とし、第４項では、

第１項第２号で規定する保険料５万９４０円を３万６，０６７円とし、第５

項では、第１項第３号で規定する保険料５万２，２７８円を５万１，９０７

円とするための読替規定でございます。  

 それでは、２ページにお戻りください。附則であります。第１条、施行期
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日の規定であります。この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 第２条、経過措置の規定であります。改正後の井手町介護保険条例第３条

の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 この際、暫時休憩いたします。休憩中に全員協議会を開催いたします。  

     休憩  午前１０時１４分  

     再開  午前１０時３８分  

議長（奥田俊夫）   休憩前に引き続き、再開いたします。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   今提案されております第６号議案に反対の立場で討論い

たします。  

 第９期の保険料は第８期と比べて６．４％の値上げ、介護保険の制度が始

まった２０００年の第１期から見ますと約２．２倍の保険料と今なっていま

す。高齢者は一般に収入が少なく、また年金制度の改悪により、高い介護保

険料が生活を圧迫しております。今の介護保険の制度が真に必要な介護を社

会的に保障する介護制度にはなっていないと考えます。  

 以上の理由により、第６号議案に反対いたします。  

議長（奥田俊夫）   ほかに討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで討論を終わります。  

 これから、議案第６号、井手町介護保険条例の一部を改正する条例制定の

件を採決します。  

 議案第６号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  
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     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第６号は原案のとおり

可決されました。  

 次に、日程第４、議案第７号、介護保険法に基づく指定地域密着型サービ

スの事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件から、

日程第７、議案第１０号、介護保険法に基づく指定介護予防支援者等の事業

の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件までの４件を一

括議題とします。  

 議案第７号から議案第１０号について、提出者から提案理由の説明を求め

ます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   それでは、議案第７号、介護保険法に基づく

指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  

 介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準に関す

る条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、当該条例の基となります厚生労働省令

を改正する省令が公布され改正が必要となりましたので、所要の改正を行う

ものでございます。  

 それでは、９ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。介護保険法に

基づく指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準に関する条例の一部を

改正する条例新旧対照表でございます。  

 例規ページ数３０９９の３４ページ、第６条、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の員数の規定でありまして、令和５年度末に介護療養型医療

施設が廃止となるため、第１１号の規定を削除する条文の整備であります。  

 続きまして、１０ページ上段をご覧ください。こちら、９ページからの続

きとなりますが、利用者に支障がない場合、訪問看護員がほかの訪問看護事

業所への従事ができる範囲が、同一施設内から同一敷地内に改めたことによ

る条文の整備であります。以降全て、厚生労働省令に基づく基準の改正によ

る条文の整備となっております。  

 次に、例規ページ数３０９９の３７ページ、第７条、管理者の規定であり
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まして、こちら、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事

業所を効率的に運営する観点から、管理者ができる事業所の範囲を同一敷地

内におけるほかの事業所、施設等でなくても差し支えがないとする規定の条

文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の４１ページ、第２４条、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針の規定でありまして、身体的拘束の

適正化を推進する観点から、次の２号を加えるものでございます。  

 第８号といたしまして、利用者または他の利用者を保護するため、緊急や

むを得ない場合を除きまして身体的拘束を行ってはいけないとする条文の追

加であります。  

 次に、１１ページの上段になります。第９号といたしまして、身体的拘束

等を行う場合の記録を義務づける条文の追加であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の４６ページ、第３４条、掲示の規定であり

まして、第３項といたしまして、事業所内での書面掲示を求めている重要事

項につきまして、原則としてウェブサイトに掲載することを義務づけるため

の条文の整備であります。  

 次に、１２ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の４８ページ、

第４２条、記録の整備の規定でありまして、事業所が整備、保存する記録に

ついて、第２４条において規定されました身体拘束等を行う場合の記録が追

加されたことによる条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の５０ページ、第４７条、訪問介護員等の員

数から、１５ページの第５８条、記録の整備の規定までも同様に、厚生労働

省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、１６ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の５５ページ、

第５９条、準用の規定でありまして、こちら、厚生労働省令に基づく基準の

改正による条ずれのための字句の修正をするものでございます。  

 次に、例規ページ数３０９９の５７ページ、第５９条の４、管理者の規定

から、２６ページの第８３条、管理者の規定までも同様に、厚生労働省令に

基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、２７ページの中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の８２ペ

ージ、第９２条、指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の規定であ

りまして、こちらの改正箇所につきましては次の２８ページの上段でござい
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ますので、そちらをご覧ください。  

 こちら、第７号といたしまして、身体的拘束等の適正化の措置のための規

定を追加する条文の整備でございまして、内容といたしましては、事業所に

対して、アとして対策検討委員会の設置、イとして指針の整備、ウとして研

修の実施の規定を追加する条文の整備であります。  

 次に、今回追加となります第１０６条の２、利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置の規定でありまして、介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、

事業所の状況に応じまして、利用者の安全を確保しながら継続的に業務改善

に取り組む環境を整備、検討するための委員会を設置することを規定する条

文の整備であります。  

 次に、２９ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の８５ページ、

第１０７条、記録の整備から、３０ページの第１２１条、管理者による管理

までも同様に、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備でありま

す。  

 次に、３０ページ下段をご覧ください。例規ページ数３０９９の９３ペー

ジ、第１２５条、協力医療機関等の規定でありまして、地域の医療機関等と

の実効性のある連絡体制を構築する規定として、第２項から第６項までを追

加する条文の整備であります。  

 次に、３２ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の９３ページ、

第１２７条、記録の整備から、３３ページの第１２８条、準用の規定までも

同様に、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、３３ページ下段でございます。例規ページ数９５ページ、第１３０

条、従業者の員数の規定であります。こちらの改正箇所は次の３４ページを

ご覧ください。人員配置基準の規定の追加でありまして、先ほどの第１０６

条の２に規定されました委員会において、必要な安全対策を検討した上で、

見守り機器等の複数のテクノロジーを活用して介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減が行われている事業所において、施設に配置する看護職員及

び介護職員の数に用います基準を１から０．９とすることを、第１１項とし

て追加する条文の整備であります。  

 次に、３５ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の９６ペー

ジ、第１３１条、管理者から、４０ページ下段の第１７２条、協力医療機関
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等の規定までは同様に、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備

であります。  

 次に、４２ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１１４ペ

ージ、第１７５条の２、緊急時等の対応の規定でありまして、事業所が定め

る緊急時等における緊急対応の方法として、配置医師及び協力医療機関の協

力を得て定めることとしまして、１年に１回以上見直しを行うこととする条

文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１１４ページ、第１７６条、記録の整備か

ら、４３ページの第１７７条、準用の規定までも同様に、厚生労働省令に基

づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、４４ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１２０ペ

ージ、第１８７条、勤務体制の確保等の規定でありまして、ユニットケアの

質的向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユ

ニット型ユニットケアの管理者研修を受講するよう努めるといったことの条

文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１２１ページ、第１８９条、準用から、４

６ページ、下段にあります第１９２条、管理者の規定までも同様に、厚生労

働省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、４７ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１２６ペ

ージ、第１９７条、指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針の規

定でありまして、こちら、当該看護小規模多機能型居宅介護サービスの拠点

での通いと泊まりにおきまして、看護サービスが含まれることが明文化され

たことと、及び身体的拘束の適正化の推進を図るための措置を規定するもの

でございまして、主な改正の箇所につきましては次の４８ページの上段とな

っております。こちら、事業所に対して、アとして対策委員会の設置、イと

して指針の整備、ウとして職員研修の実施の規定を追加する条文の整備であ

ります。  

 次に、４８ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１２８ペ

ージ、第２０１条、記録の整備から、４９ページ中段の第２０２条、準用の

規定までも同様に、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であ

ります。  

 それでは、８ページにお戻りください。附則であります。この条例は、令



 

－１００－ 

和６年４月１日から施行する。  

 以上であります。  

 続きまして、議案第８号、介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件に

つきましてご説明申し上げます。  

 介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基

準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、当該条例の基となる厚生労働省令を改

正する省令が公布されまして改正が必要となりましたので、所要の改正を行

うものでございます。  

 それでは、４ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。介護保険法に

基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準に関する条例

の一部を改正する条例新旧対照表でございます。  

 例規ページ数３０９９の１３４ページ、第６条、管理者の規定でありまし

て、管理者が兼務できる事業所の範囲を同一敷地内の事業所だけでなく、ほ

かの施設でも差し支えないとする規定の条文の整備であります。以降全て、

厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１３６ページ、第９条、利用定員等の規定

でありまして、こちらにつきましても令和５年度末で介護療養型医療施設が

廃止されることによる条文の整備であります。  

 次に、５ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の１３７ページ、

第１０条、管理者の規定でありまして、こちらにつきましても厚生労働省令

に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、６ページでございます。例規ページ数３０９９の１４３ページ、第

３２条、掲示の規定でありまして、こちらにつきましても事業所内で書面掲

示している重要事項について、原則として、ウェブサイトに掲載することを

義務づけるための条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１４６ページ、第４０条、記録の整備の規

定であります。  

 次の７ページ上段をご覧ください。こちら、事業所が整備、保存する記録

について、身体拘束等を行う場合の時間でありましたり、やむを得ない理由

の記録が追加されたことによる条文の整備であります。  
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 次に、例規ページ数３０９９の１４６ページ、第４２条、指定介護予防認

知症対応型通所介護の具体的取扱方針の規定でありまして、身体的拘束の適

正化を推進する観点から、次の２号を加えるものでございます。  

 第１０号といたしまして、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行

ってはいけないとする条文の追加であります。  

 第１１号といたしまして、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づける条

文の追加であります。  

 次に、８ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１４８ペー

ジ、第４４条、従業者の員数等から、９ページの中段、第４５条、管理者の

規定までも同様に、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であ

ります。  

 次に、１０ページ下段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１５４ペ

ージ、第５３条、身体的拘束等の禁止の規定であります。  

 次の１１ページ上段をご覧ください。こちら、身体的拘束等の適正化のた

めの措置として、事業所に対して、第１号として対策委員会の設置、第２号

として指針の整備、第３号として研修の実施の規定を追加する条文の整備で

あります。  

 次に、また今回追加となります、第６２条の２、利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会の設置の規定でありまして、事業所の取組に応じて利用者の安全を確保し

ながら継続的に業務改善に取り組む環境を整備、検討するための委員会を設

置することを規定する条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１５６ページ、第６４条、記録の整備から、

１３ページ、第７９条、管理者による管理の規定までも同様に、厚生労働省

令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、１３ページ下段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１６５ペ

ージ、第８３条、協力医療機関等の規定でありまして、地域の医療機関等と

の実効性のある連絡体制を構築する規定として、第２項から第６項までを追

加する条文の整備であります。  

 次に、１５ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の１６５ページ、

第８５条、記録の整備から第８６条、準用の規定までも同様に、厚生労働省

令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  
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 それでは、３ページにお戻りください。附則であります。この条例は、令

和６年４月１日から施行する。  

 以上であります。  

 続きまして、議案第９号、介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業

の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご

説明申し上げます。  

 介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員等の基準に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 今回の改正につきましては、当該条例の基となります厚生労働省令が改正

されましたので、所要の改正を行うものでございます。  

 それでは、４ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。介護保険法に

基づく指定居宅介護支援等の事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表でございます。  

 例規ページ数３０９９の１８１ページ、第３条、基本方針の規定でござい

まして、条文の文中に略称を定めるための条文の整備であります。以降全て、

厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、５ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の１８２ページ、

第４条、従業者の員数の規定でありまして、利用者の数が３５人に対して１

人の介護支援専門員を配置する基準について、利用者の数３５人を４４人と

して、第３項といたしまして、国民健康保険中央会のシステムを活用して、

かつ事務員を配置している場合は、利用者の数を４９人とする規定が追加さ

れたことによる条文の整備であります。  

 次に、６ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の１８２ページ、

第５条、管理者の規定でありまして、管理者が兼務できる事業所の範囲を同

一敷地内におけるほかの事業所、敷地でなくても差し支えないとする規定の

条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の１８２ページ、第６条、内容及び手続の説

明及び同意の規定でありまして、事業者の負担軽減を図るため、利用者に説

明して理解を得ることを事業者の努力義務とする条文の整備であります。  

 次に、８ページ下段をご覧ください。第１５条、指定居宅介護支援の具体

的取扱方針の規定でありまして、身体的拘束の適正化を推進する観点から、

次の２号を加えるものでございます。  
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 第２号の２として、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない

とする規定の追加であります。  

 次に、９ページをご覧ください。第２号の３として、身体的拘束を行う場

合の記録に関する条文の追加であります。  

 また、第１５号といたしまして、利用者との面接、モニタリングに関しま

して、利用者及び関係者の合意を得まして、２か月に１回訪問による面接を

行う場合は、訪問しない月はテレビ電話等を活用したモニタリングを行うも

のとする規定の追加による条文の整備であります。  

 次に、１０ページ下段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１９１ペ

ージ、第２４条、掲示の規定であります。事業所内での書面掲示しています

重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載することを義務づける条

文の整備であります。  

 次に、１１ページ中段をご覧ください。例規ページ数３０９９の１９３ペ

ージ、第３１条、記録の整備の規定でありまして、事業所が整備、保存する

記録について、身体的拘束等を行った場合の記録が追加されたことによる条

文の整備であります。  

 それでは、３ページにお戻りください。附則であります。この条例は、令

和６年４月１日から施行する。  

 以上であります。  

 続きまして、議案第１０号、介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事

業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして

ご説明申し上げます。  

 介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員等の基準に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、当該条例の基となります厚生労働省令

が改正されたことによる所要の改正を行うものでございます。  

 それでは、４ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。介護保険法に

基づく指定介護予防支援等の事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表でございます。  

 例規ページ数３０９９の２１２ページ、第４条、従業者の員数の規定であ

りまして、第２項といたしまして、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて

指定介護予防支援を行うため、事業所ごとに１名以上、介護支援専門員を置
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かなければならないとする規定の追加による条文の整備であります。以降全

て、厚生労働省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の２１２ページ、第５条、管理者の規定であ

ります。  

 次の５ページをご覧ください。第３項といたしまして、指定居宅介護支援

事業者が指定介護予防支援を行う場合の管理者の要件を追加しまして、第４

項として、管理者の専従要件を追加する条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の２１２ページ、第６条、内容及び手続の説

明及び同意から、７ページの第１４条、指定介護予防支援の業務の委託前の

規定は、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行うための厚生労働

省令に基づく基準の改正による条文の整備であります。  

 次に、８ページをご覧ください。例規ページ数３０９９の２１９ページ、

第３０条、記録の整備の規定であります。  

 こちらにつきましては次の９ページ上段をご覧ください。第３号といたし

まして、事業所が整備、保存する記録について、身体的拘束を行った場合の

記録が追加されたことによる条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３０９９の２２０ページであります。第３２条、指定

介護予防支援の具体的取扱方針の規定でありまして、身体的拘束の適正化を

推進する観点から、次の２号を加えるものでございます。  

 第２号の２といたしまして、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を

行わないとする規定の条文の追加であります。  

 第２号の３といたしまして、身体的拘束を行う場合の記録をすることを規

定する条文の追加であります。  

 また、第１６号といたしまして、利用者との面接、モニタリングに関しま

して、利用者と関係者の合意を得まして、３か月に１回の訪問と面接を６か

月に１回の訪問と面接とする場合に、訪問しない時期であります３か月に１

回の時期はテレビ電話等を活用したモニタリングを行うこととする規定の追

加による条文の整備であります。  

 次に、１１ページをご覧ください。第２９条の規定でありまして、町が管

内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、町から情報提供の求めがあ

った場合、事業者は介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供

する規定を追加する条文の整備であります。  
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 それでは、３ページにお戻りください。附則であります。この条例は、令

和６年４月１日から施行する。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから議案第７号から議案第１０号までの質疑を行います。  

 議案番号を明示の上、質疑を願います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   岡田久雄議員。  

９番（岡田久雄）  議案第７号、１１ページのところで、ほかの議案にも度々

出てくるんですけども、身体的拘束という言葉がよく出てくるんです。これ

は多分、自分自身を傷つけるから、傷つけないように拘束をするということ

だと思いますが、この拘束しなければならないという判断というのは、施設

の誰がするのか。また、家族へもすぐ報告などをしなければならないから記

録も取るということだと思いますけれども、家族への報告義務などの辺りの

こと。そして、この記録を開示請求したら開示できるのかということ。行政

への報告義務など、そういうのもあるのかなと思います。また、職員に、拘

束されたらどういう思いをするかという体験などもしなければならないと思

いますし、そういう教育も要ると思います。どこまで回答いただけるか分か

りませんが、分かる範囲でお答え願いたいと思います。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   身体的拘束に関することでございますけれど

も、身体的拘束につきましては、平成１２年４月から介護保険法が施行され

たことにより原則禁止されてはいるんですけれども、やむを得ない場合、切

迫性でありましたり非代替性でありましたり一時性でありましたり、三原則

と言われていますけれども、そういったことがある場合は身体拘束をしても

構わないというような形にはなっております。  

 そういったことに関しましては国のガイドラインなどで、身体拘束の廃止

を徹底するために組織のトップからしっかりと一丸になって取り組むという

ことでありましたり、また、先ほど議員おっしゃられましたけれども、職員

間の中で議論を持って共通の認識を持つということもガイドラインの方では
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記載されております。また、事故の発生しない環境整備でありましたり、柔

軟な応援体制の確保というものも求められているところでございます。  

 また、記録の開示などにつきましては、各事業所が定める運営事項であり

ましたり、定款などでも記載されておりますので、今回の町の条例に関しま

しては運営の基準等の規定でありますので、そういったところまでは条例の

方ではうたっていないところとなっております。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   第７号から第１０号全般にわたって質問の前提となると

いうことで質問をしますが、先ほどからずっと厚生労働省の省令に基づいて

という文言がかなり出てまいりました。今回の第７号から第１０号の改定、

それに基づいての改定なんですが、この改定によって井手町の利用者の方に

本当にプラスになるのか、その辺りのことは十分考慮されて提案されている

のかどうかということを伺いたいと思います。  

 それから、第７号議案で、１０ページのところに管理者の項目があります。

これは第７号議案だけじゃなくて幾つか出てくるわけですけども、今まで管

理者は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ということだったのが、これが外されて、他の事業所、施設等の職務にとい

うことは、同一敷地内以外でこの条例では従事するということができるとい

うふうに読み取れるんですが、どれぐらいの距離といいますか、ところまで

他の施設というのが規定されているのかどうか。そのことが第７号議案での

質問であります。あわせて、第８号議案にも同じことが出てきますし、第８

号議案についてもそのことは関係しております。  

 それから三つ目の質問は、第９号議案の担当者の利用者数の上限、３５か

ら４４人、さらに４９人まで担当できるということになるわけですね。そう

すると、その担当していただいている方に対する十分な担当業務ができるの

かどうかというのが不安に思うんですが、担当される方、人数が増えたわけ

ですから、その辺りはどう考えていますか、お聞かせください。  

 それから、第１０号議案、モニタリングの話が出ておりました。ケアマネ

ジャー等の方が面接について、一定回数オンラインで実施できるという内容
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だったと読み取っているんですけども、やはり介護の現場では対面というの

が非常に重要だというふうに思っているんです。モニタリングでできるのか、

どういうイメージなのかということを伺いたいと思います。  

 それから戻って第９号の中で、居宅サービス計画の内容証明におけるのが

義務から努力へ緩和されているんですね。これもやはり努力だと別にしなく

ていい。しなくていいというのは失礼ですけども、そういう規定が外れるわ

けですから、すごく緩和されていると思うんですが、その辺りの心配はあり

ませんか。  

 取りあえず以上です。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   まず１点目の町の利用者に対した配慮がされ

ているのかというところなんですけれども、現在この条例に規定します町内

のサービス事業所については、グループホームと地域密着型通所介護、小規

模デイと、あと居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが今やっている

介護予防支援、大きく四つの事業所になっております。今回国が改正した趣

旨でございますけれども、職員の負担軽減というものがやはり一番大きなも

のになっております。職員の負担を軽減することで介護に回す時間を確保し

て、より質が良いサービスを提供していきたいというところからこういった

改正が行われておりますので、特段こういった改正がサービスの低下などに

影響するということは考えておりません。  

 続きまして、管理者の規定でございますが、管理者の兼務でございますけ

れども、こちらもどこでも構わず兼務ができるというものではなくて、国の

方では一定の条件の下、離れた場所での事業所が兼務できるものとされてお

ります。一定の条件というものでございますけれども、今明確になっている

国の文言といたしましては、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行う

ことを明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者

がその責務を果たせることを要件とするということが一定の条件として示さ

れております。そういった条件を担保した上で兼務をかけることになると思

いますので、やたらめったら遠い場合などはできないものと考えております。 

 次に、議案第９号の人数でございますけれども、現行３５人が４４人、ま

た、国保連合会のシステムを使った場合は４９人になるものでございますけ
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れども、国保中央会のシステムにつきましては、やはりこれもケアマネジャ

ー業務の負担軽減を図るために国が導入しているシステムでございまして、

そういったシステムを活用して、かつ事務員を配置することでケアマネジャ

ーの負担が軽減することで、より介護に時間を回すことで人数が増えるとい

う考えの下、国の方で算定されたものと考えております。そういったところ

で十分にできるかできないかというと、支障はないと考えております。  

 第１０号のモニタリングのオンライン化でございますけれども、こちらに

つきましても、あくまでも関係者と利用者、合意が得られた場合にオンライ

ンモニタリングが成立するものでございますので、そういったことにつきま

しては、オンラインモニタリングができない方についてはこれまでどおりの

対面での対応になると考えております。  

 議案第９号の居宅の説明でございますけれども、こちらにつきましては、

そもそもこの説明自体が令和３年度の報酬改定で公正中立性を確保するため

の措置として規定されたものでございましたけれども、今回その義務を努力

義務に変更するものでございます。こちらにつきましても、こういった努力

義務とすることはケアマネジャーの負担になるということで、国の方では努

力義務とすることでケアマネジャーの負担軽減を図るための改定ということ

を聞いております。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）  今の答弁だと、負担軽減というのがかなり言われたので、

それで幾つか質問をします。  

 まず第９号の負担軽減で言いますと、確かにモニタリング等を活用すれば

４９人というふうになっているんですけども、既に３５人から４４人という

この人数の増加、１０人近いです。これは負担軽減になるんでしょうか。４

９人にしたときに、モニタリングを活用すれば４９人というのは負担軽減に

なるのかなという見方もできるかと思うのですが、それはどうでしょうか。  

 まずそれだけです。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  
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高齢福祉課長（坂井幸一郎）   ただいまの３５人が４４人になることに関し

てでございますけれども、こちらの基準の改正につきましては、介護報酬の

改定が同じくありまして、介護報酬側が３５人から４４人という単位に改め

られまして、それに反映する形でこちらの基準につきましても３５人から４

４人になったものです。現在４４人に増えたことによりまして、必ずしも４

４人持てるというわけではなくて、介護報酬の居宅介護支援費Ⅰという枠の

中の３０、４０、その報酬の範囲が４４人という規定になりましたので、そ

ういったところからそれに合わせてこちらの基準を改正したものでございま

す。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   西垣参与。  

参与（西垣義郎）   谷田議員の最初の、今回の改定によって利用者にプラス

になるのかという視点からのご質問というふうに理解しているんですけれど

も、今回の厚生労働省令の改正につきましては、介護人材の確保が非常に厳

しい中で質の確保を図りつつ、いかにして効率的、効果的な運営を図ってい

くのかという観点からこういう改正がされているものというふうに理解をし

ておりまして、何よりも質の確保を図りながら介護サービスを提供する、事

業の継続の確保を図っていくということが地域にとっても利用者にとっても

プラスになるものというふうに考えておるところでございます。そういう視

点から今回、その省令に基づいて条例の改正をしているところでございます。 

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   先ほど冒頭に質問で申しましたけども、やはりここを利

用される方、町民の方のサービスをどれだけ確保するかということと、今お

っしゃいました継続というのは、ある意味では矛盾する部分があると思うん

ですね。介護職員の方の負担が増えているというのは、介護職員の方の数が

少ないということだと思うんですが、その辺りの認識はどうお持ちでしょう

か。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   介護職員の人材不足に関するものでございま
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すけれども、そういった課題につきましては、町内事業者の方と綿密に連携

を取っております。そういった話合いをする中で、介護人材が不足するとい

うことも聞いておりまして、介護人材につきましては町の介護サービスを支

える一番肝の部分でございますので、そういったところをどうにか町の方で

も支援できるものはないのかというところで、今回の令和６年度当初予算に

て福祉人材の確保事業というものも活用しながら、町としても人材確保に努

めていきたいということを考えております。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   私の方からは、全般に当たるんですけども、身体拘束の

今回条例改正ということで、先ほど質問もあったんですが、まず１点目は、

身体拘束の緊急やむを得ない理由というのは今回変わっていないのかどうか、

以前、従前からのルール上のものなのかが一つ。  

 二つ目が、もしそういう緊急やむを得ない理由で身体拘束をした場合に、

町に対して報告義務や報告する何かツールがあるのかどうかお尋ねします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   身体拘束に関わるルールでございますけれど

も、三つの原則については変わりはありません。  

 また、町の方に報告する義務につきましては、町に報告する義務まではこ

の条例では規定はしておりませんけれども、そういったやむを得ない事情で

身体拘束をした場合については、記録を整備して保存するということを今回

の改正で追加したものでございます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   私もこういう仕事をしているのもあるのですが、身体拘

束はやむを得ないところがあるんです。その中で、逆読みしますと、緊急や

むを得ない理由があれば身体拘束をしてもいいという考えを持つ職員も一部、

どうしても仕事が多くなってくるとなってくるんですね。そうなると、例え

ば第三者的な形で今の書類など、切迫性、非代替性、一番多いのは一時性で、
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本当は一過性にしないといけないんですけども、それがだんだん慢性化して、

当たり前のように身体拘束をしてしまうというケースがあります。また、こ

ういったことというのは、介護保険だけでなくて障がいの方でも、施設の中

のルールみたいなものでなかなか町が介入できなくて、そういう事件が出て

しまうことがありますので、要望になりますけれども、町としてもそういっ

たことを報告していただいたり、そこを風通しをよくしていただいて、客観

的に見ていただくようなシステムをつくっていただくということを要望して

おきます。  

 あともう１点追加で質問ですが、今度は第９条の方です。先ほどの質問の

追加になりますが、今回の改正で、９ページ、月１回のモニタリングを少し

緩和しまして、ある程度ルールづけすれば２か月に一度にしても問題ないと

いうことで、その中にテレビ電話というものが出ています。おそらくテレビ

電話というのは、イメージとしてはタブレットであったりスマートフォンで

あったり、こういったものを使って、その場に行かなくてもモニタリングを

して適正にサービスが行われているか、問題がないかというチェックだと思

うんですが、これに関してちょっと戻りますが、施設の方では床のセンサー

などを導入した場合は人員配置基準を少し緩和するようなことも改正に入っ

ていると今見ていましたが、今回そういったものにつきまして、テレビ電話、

タブレットやスマートフォンなどを施設から要望があれば、例えば町の方で

補助して、少しでもそういったものが導入しやすくするような緩和措置など

ができるのかどうか、そういう考えがあるかどうかお尋ねします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   モニタリングに関します機器等でございます

けれども、今回の改正によりますモニタリング、確かにタブレット等などで

することを想定の方をしております。しかしながら、そういったツールにつ

いて今のところ、町の方でどれだけ補助するかということはまだ現在、何も

考えておりません。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  
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 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   第７号議案から第１０号議案までについて、反対の立場

で討論いたします。  

 今回の第７号議案から第１０号議案、例えば第７号議案、第８号議案は、

管理者の兼務要件がすごく緩和されております。それから第９号議案は、先

ほども申しましたが、定数の引上げというのは、私は学校に勤めておりまし

たから、学校で言いますと、受け持つ子どもの数が引き上がるわけでありま

す。当然そうなりますと、こういう介護職も含めて、対面で仕事をしている

職種というのは、やはりその人との信頼関係など、そういうことがすごく大

事なわけですね。密接につながるということが大事なわけであります。そう

いう意味でいいますと、これは利用者の立場からすればサービスの低下につ

ながるというふうに考えます。  

 それから計画内容の説明、これは第９号議案でありますが、義務から努力

へというのも緩和されています。それから面接のオンラインについての実施

の可能とするのも、これはいわゆる規制緩和と同じで行われるわけですから、

今回の第７号から第１０号までの議案全体に貫かれているのは、先ほどもあ

りました職員の負担を軽減するという、それが一番大きな柱になっていると

思います。その結果、介護を利用する人たちにとっては、それは必ずプラス

にはならないと思います。  

 そういう立場から、第７号議案から第１０号議案まで反対いたします。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで討論を終わります。  

 これから、議案第７号、介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事

業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を採決します。 

 議案第７号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第７号は原案のとおり
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可決されました。  

 これから、議案第８号、介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を採

決します。  

 議案第８号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第８号は原案のとおり

可決されました。  

 これから、議案第９号、介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の

人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を採決します。  

 議案第９号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第９号は原案のとおり

可決されました。  

 これから、議案第１０号、介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業

の人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を採決します。  

 議案第１０号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第１０号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第８、議案第１１号、井手町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第１１号、井手町水道事業給水

条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  

 井手町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化を目的

に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移

管するため、水道法が一部改正され、令和６年４月１日に施行されることに

伴い、所要の改正を行うものであります。  
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 それでは、２ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。井手町水道事

業給水条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。  

 例規ページ数３６６７の９、第４６条、水道技術管理者の資格の規定であ

りまして、水道法の一部改正に伴い、厚生労働大臣を国土交通大臣及び環境

大臣に改めるものであります。  

 それでは、１ページに戻っていただきまして、附則であります。この条例

は、令和６年４月１日から施行する。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第１１号、井手町水道事業給水条例の一部を改正する条例

制定の件を採決します。  

 議案第１１号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第１１号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第９、議案第１２号、井手町消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   それでは、議案第１２号、井手町消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  

 井手町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のように

定める。  
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 なお、今回、非常勤消防団員等に係る災害補償の基準を定める政令の一部

が改正されたことに伴い、本町非常勤消防団員等に対する補償基礎額を改定

するため、関係条例について所要の改正を行うものであります。  

 それでは、２ページをご覧ください。井手町消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例新旧対照表であります。  

 例規ページ数３７２８、第５条、補償基礎額の規定でありまして、非常勤

消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、補償基礎

額を改定したことによる条文の整備であります。  

 続きまして、次ページ、３ページをご覧ください。例規ページ数３７６９

の２、別表、補償基礎額表（第５条関係）でございまして、同じく、非常勤

消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により補償基礎額

が改定したことによる条文の整備であります。  

 それでは、１ページをご覧ください。附則であります。第１項、施行期日

の規定でありまして、この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 第２項、経過措置の規定でございます。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第１２号、井手町消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例制定の件を採決します。  

 議案第１２号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第１２号は原案のとお

り可決されました。  

 日程第１０、議案第２０号、令和６年度井手町一般会計予算から、日程第
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１７、議案第２７号、令和６年度井手町多賀財産区特別会計予算までの８件

を一括議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   寺井企画財政課長。  

企画財政課長（寺井佳孝）   それでは、議案第２０号、令和６年度井手町一

般会計予算につきましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の規定でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ４５億２，４００万円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 第２条、地方債の規定でございます。地方自治法第２３０条第１項の規定

により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法は、「第２表地方債」による。  

 第３条、一時借入金の規定でございます。地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は７億円と定める。  

 第４条、歳出予算の流用の規定でございます。地方自治法第２２０条第２

項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。  

 １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用。  

 それでは、８ページをご覧ください。第２表地方債であります。  

 起債の目的、１目総務施設整備事業債、限度額７２０万円。ただし、発行

価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額

をこれに加算した額。起債の方法、証書借入れ又は証券発行。ただし、証券

発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額１００円につき９９

円５０銭以上とする。利率８．０％以内（ただし、利率見直し方式で借入れ

る財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直し後の利率）。償還の方法、４０ヶ年以内据置期

間を含む。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。  

 ２目民生施設整備事業債、限度額１，６４０万円。なお、起債の方法、利
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率、償還の方法につきましては同様でございます。  

 ３目衛生施設整備事業債、限度額６６０万円。なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては同様でございます。  

 ４目農林施設整備事業債、限度額２，５００万円。なお、起債の方法、利

率、償還の方法につきましては同様でございます。  

 ５目商工施設整備事業債、限度額５５０万円。なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては同様でございます。  

 ６目土木施設整備事業債、限度額１億１，２７０万円。なお、起債の方法、

利率、償還の方法につきましては同様でございます。  

 ７目消防防災施設等整備事業債、限度額４，７９０万円。なお、起債の方

法、利率、償還の方法につきましては同様でございます。  

 ８目教育施設整備事業債、限度額７，８９０万円。なお、起債の方法、利

率、償還の方法につきましては同様でございます。  

 ９目臨時財政対策債、限度額７００万円。なお、起債の方法、利率、償還

の方法につきましては同様でございます。  

 次のページをご覧ください。歳入歳出予算事項別明細書であります。  

 総括の歳入であります。１款町税、本年度予算額９億３２２万円、比較２

７４万９，０００円の減であります。  

 ２款地方譲与税、本年度予算額２，７００万円、比較１３５万円でありま

す。  

 ３款利子割交付金、本年度予算額２５万円、比較５万円の減であります。  

 ４款配当割交付金、本年度予算額７００万円、比較１００万円の減であり

ます。  

 ５款株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額７００万円、比較２００万円

であります。  

 ６款法人事業税交付金、本年度予算額２，０００万円、比較７００万円の

減であります。  

 ７款地方消費税交付金、本年度予算額１億８，８００万円、比較１，８０

０万円の減であります。  

 ８款自動車取得税交付金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロでありま

す。  

 ９款環境性能割交付金、本年度予算額５００万円、比較１００万円であり
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ます。  

 １０款地方特例交付金、本年度予算額２，７００万円、比較２，５００万

円であります。  

 １１款地方交付税、本年度予算額１７億４，０００万円、比較３，０００

万円であります。  

 １２款交通安全対策特別交付金、本年度予算額４０万円、比較３０万円の

減であります。  

 １３款分担金及び負担金、本年度予算額８４０万４，０００円、比較１７

６万８，０００円であります。  

 １４款使用料及び手数料、本年度予算額４，０９８万６，０００円、比較

１０３万６，０００円であります。  

 １５款国庫支出金、本年度予算額４億３，８４８万６，０００円、比較１，

３３１万９，０００円の減であります。  

 １６款府支出金、本年度予算額２億５，７２７万２，０００円、比較１，

８４６万５，０００円であります。  

 １７款財産収入、本年度予算額２億４，３３７万４，０００円、比較１，

２４６万円であります。  

 １８款寄附金、本年度予算額６，０００円、比較ゼロであります。  

 １９款繰入金、本年度予算額２億６，３２９万８，０００円、比較６２７

万３，０００円の減であります。  

 ２０款繰越金、本年度予算額５００万円、比較ゼロであります。  

 ２１款諸収入、本年度予算額３，５１０万３，０００円、比較１，９９１

万２，０００円であります。  

 ２２款町債、本年度予算額３億７２０万円、比較２億８３０万円の減であ

ります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額４５億２，４００万円、比較１億４，４０

０万円の減であります。  

 次のページをご覧ください。  

 歳出であります。１款議会費、本年度予算額６，９０８万７，０００円、

比較１６８万２，０００円、財源内訳といたしまして、一般財源の６，９０

８万７，０００円であります。  

 ２款総務費、本年度予算額１１億９，２４９万４，０００円、比較３，６
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２５万６，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の１億１１

９万９，０００円、地方債の７２０万円、その他の５，６７３万９，０００

円、一般財源の１０億２，７３５万６，０００円であります。  

 ３款民生費、本年度予算額１１億７，５６５万３，０００円、比較１億５

９５万５，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の３億４，６０

９万１，０００円、地方債の１，６４０万円、その他の１，３１９万９，０

００円、一般財源の７億９，９９６万３，０００円であります。  

 ４款衛生費、本年度予算額３億２，９８５万５，０００円、比較２，７９

５万９，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の２，６７０万５，

０００円、地方債の６６０万円、その他の８５１万６，０００円、一般財源

の２億８，８０３万４，０００円であります。  

 ５款労働費、本年度予算額１，０００円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の１，０００円であります。  

 ６款農林水産業費、本年度予算額１億２，５４１万９，０００円、比較７，

４７２万９，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の２，５００

万円、地方債の２，５００万円、その他の２，４２１万１，０００円、一般

財源の５，１２０万８，０００円であります。  

 ７款商工費、本年度予算額６，６６８万１，０００円、比較９９５万６，

０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の３５１万５，０００

円、地方債の５５０万円、その他の１，８９０万３，０００円、一般財源の

３，８７６万３，０００円であります。  

 ８款土木費、本年度予算額５億１，１８６万７，０００円、比較１億１，

０２４万２，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の１億７，

４７６万６，０００円、地方債の１億１，２７０万円、その他の７，５０８

万６，０００円、一般財源の１億４，９３１万５，０００円であります。  

 ９款消防費、本年度予算額２億８，２４８万３，０００円、比較２億２，

９９０万１，０００円の減、財源内訳といたしまして、地方債の４，７９０

万円、その他の８７３万円、一般財源の２億２，５８５万３，０００円であ

ります。  

 １０款教育費、本年度予算額４億７，７７９万６，０００円、比較３２８

万５，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の１，８４８万円、

地方債の７，８９０万円、その他の５５２万９，０００円、一般財源の３億
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７，４８８万７，０００円であります。  

 １１款災害復旧費、本年度予算額２８０万３，０００円、比較ゼロ、財源

内訳といたしまして、一般財源の２８０万３，０００円であります。  

 １２款公債費、本年度予算額２億８，２３６万１，０００円、比較２，８

７４万５，０００円、財源内訳といたしまして、一般財源の２億８，２３６

万１，０００円であります。  

 １３款予備費、本年度予算額７５０万円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の７５０万円であります。  

 以上、歳出合計、本年度予算額４５億２，４００万円、比較１億４，４０

０万円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の６億９，５７５万６，

０００円、地方債の３億２０万円、その他の２億１，０９１万３，０００円、

一般財源の３３億１，７１３万１，０００円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与

費明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   引き続き、主な事業の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   柳原建設課長。  

理事（柳原健二）   それでは、主な事業につきましてご説明申し上げます。 

 令和６年度予算参考諸表、５ページをお開き願います。なお、末尾に工事

箇所図を添付しておりますので、併せてご参照願います。  

 図面対象番号①、事業名、防犯カメラ整備、事業費３００万円、財源内訳

としまして、一般財源の３００万円、事業の概要としまして、４台でありま

す。  

 事業名、ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業費補助金、事業費２，５９

２万３，０００円、財源内訳としまして、その他の２，５９２万３，０００

円、事業の概要としまして、第二期事業市町補助金であります。  

 図面対象番号②、事業名、いづみ人権交流センター駐車場改良、事業費１，

６００万円、財源内訳としまして、地方債の１，６００万円、事業の概要と

しまして、舗装１，３００平方メートルであります。  

 図面対象番号③、事業名、保健センター改修、事業費１，３２０万円、財

源内訳としまして、地方債の６６０万円、一般財源の６６０万円、事業の概

要としまして、保健センター機能訓練室改修・空調整備であります。  
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 図面対象番号④、事業名、浜・鐘付水利施設機能保全対策、事業費２，６

０７万２，０００円、財源内訳としまして、その他の２，１９２万円、一般

財源の４１５万２，０００円、事業の概要としまして、貯水槽１基更新であ

ります。  

 図面対象番号⑤、事業名、片原山林道改良、事業費４，０００万円、財源

内訳としまして、国支出金の１，２００万円、地方債の２，５００万円、一

般財源の３００万円、事業の概要としまして、林道舗装延長１，７４０メー

トルであります。  

 図面対象番号⑥、事業名、町内道路補修、事業費２００万円、財源内訳と

しまして、地方債の１８０万円、その他の２０万円、事業の概要としまして、

防護柵補修であります。  

 図面対象番号⑦、事業名、町道２９号線道路改良、事業費１億５，０００

万円、財源内訳としまして、国支出金の８，７４５万円、地方債の５，６２

０万円、その他の６３５万円、事業の概要としまして、延長４００メートル、

土工、ブロック積であります。  

 図面対象番号⑧、事業名、町道１２号線他道路改良、事業費５，１００万

円、財源内訳としまして、国支出金の２，０００万円、地方債の１，８００

万円、その他の１，３００万円、事業の概要としまして、国道バイパスアク

セス道路整備であります。  

 図面対象番号⑨、事業名、町道１１号線他道路改良、事業費４，６５５万

４，０００円、財源内訳としまして、国支出金の２，４６７万３，０００円、

地方債の１，９６０万円、その他の２２８万１，０００円、事業の概要とし

まして、延長５０メートルであります。  

 図面対象番号⑩、事業名、橋梁長寿命化事業、事業費９００万円、財源内

訳としまして、国支出金の５２４万７，０００円、地方債の３３０万円、そ

の他の４５万３，０００円、事業の概要としまして、点検１０橋、補修１橋

であります。  

 図面対象番号⑪、事業名、町内河川浚渫、事業費１００万円、財源内訳と

しまして、地方債の１００万円、事業の概要としまして、延長１００メート

ルであります。  

 図面対象番号⑫、事業名、下排水路改修、事業費１，２８９万円、財源内

訳としまして、地方債の１，２８０万円、その他の９万円、事業の概要とし
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まして、４か所（東北組、北赤坂、蛇谷、前川）であります。  

 図面対象番号⑬、事業名、改良住宅等改修、事業費８２５万円、財源内訳

としまして、一般財源の８２５万円、事業の概要としまして、空き家改修３

戸であります。  

 図面対象番号⑭、事業名、町営住宅給水装置更新、事業費１，３２０万円、

財源内訳としまして、一般財源の１，３２０万円、事業の概要としまして、

中耐１戸であります。  

 図面対象番号⑮、事業名、町営住宅外壁改修、事業費１，７６０万円、財

源内訳としまして、国支出金の８８０万円、一般財源の８８０万円、事業の

概要としまして、簡二１０戸であります。  

 図面対象番号⑯、事業名、町営住宅景観改善事業、事業費１，０００万円、

財源内訳としまして、一般財源の１，０００万円、事業の概要としまして、

空き家住宅の景観改善（防犯、防草対策）（南猪ノ阪、段ノ下、南溝、下赤田、

浜田）であります。  

 事業名、給水タンク購入、事業費２４０万円、財源内訳としまして、地方

債の２４０万円、事業の概要としまして、４基であります。  

 図面対象番号⑰、事業名、防災広場整備、事業費８５０万円、財源内訳と

しまして、地方債の８５０万円、事業の概要としまして、２か所（南溝児童

遊園、南溝緑地）であります。  

 図面対象番号⑱、事業名、井手小学校空調整備、事業費２，７４０万円、

財源内訳としまして、地方債の２，４６０万円、一般財源の２８０万円、事

業の概要としまして、４室（８台）、空調整備であります。  

 図面対象番号⑲、事業名、多賀小学校空調整備、事業費１，７００万円、

財源内訳としまして、地方債の１，５３０万円、一般財源の１７０万円、事

業の概要としまして、２室（５台）、空調整備であります。  

 図面対象番号⑳、事業名、泉ヶ丘中学校空調整備、事業費２，０８０万円、

財源内訳としまして、地方債の１，８７０万円、一般財源の２１０万円、事

業の概要としまして、５室（７台）、空調整備であります。  

 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２１号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  
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保健医療課長（中谷  誠）   それでは、議案第２１号、令和６年度井手町国

民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 第１条、歳入歳出予算の規定であります。歳入歳出予算の総額は歳入歳出

それぞれ９億５，６０３万円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 第２条、一時借入金の規定であります。地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は２億円と定める。  

 第３条、歳出予算の流用の規定であります。地方自治法第２２０条第２項

ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ

る場合は次のとおりと定める。  

 １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 ２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 それでは、４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書であり

ます。  

 歳入であります。１款国民健康保険税、本年度予算額１億２，４０７万５，

０００円、比較７０８万円の減であります。  

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額２４万円、比較ゼロであります。  

 ３款府支出金、本年度予算額７億５，２３１万５，０００円、比較１６２

万８，０００円であります。  

 ４款財産収入、本年度予算額２５万円、比較８万円であります。  

 ５款繰入金、本年度予算額７，４７４万７，０００円、比較２００万３，

０００円であります。  

 ６款繰越金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロであります。  

 ７款諸収入、本年度予算額４４０万２，０００円、比較３１７万７，００

０円であります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額９億５，６０３万円、比較１９万２，００

０円の減であります。  

 ５ページをご覧ください。  
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 歳出であります。１款総務費、本年度予算額８３２万３，０００円、比較

１０３万８，０００円、財源内訳といたしまして、一般財源の８３２万３，

０００円であります。  

 ２款保険給付費、本年度予算額７億２，３２７万円、比較５１１万１，０

００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の７億１，２０７万１，

０００円、一般財源の１，１１９万９，０００円であります。  

 ３款国民健康保険事業費納付金、本年度予算額１億９，６５１万５，００

０円、比較９５９万７，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の

３，０１０万７，０００円、一般財源の１億６，６４０万８，０００円であ

ります。  

 ４款保健事業費、本年度予算額２，４１１万９，０００円、比較５６６万

４，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の１，０１３万７，

０００円、一般財源の１，３９８万２，０００円であります。  

 ５款公債費、本年度予算額２，０００円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の２，０００円であります。  

 ６款諸支出金、本年度予算額１８０万１，０００円、比較５万円の減、財

源内訳といたしまして、一般財源の１８０万１，０００円であります。  

 ７款予備費、本年度予算額２００万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまし

て、一般財源の２００万円であります。  

 共同事業拠出金、比較２，０００円の減であります。  

 以上、歳出合計、本年度予算額９億５，６０３万円、比較１９万２，００

０円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の７億５，２３１万５，０

００円、一般財源の２億３７１万５，０００円。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与

費明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２２号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第２２号、令和６年度井手町水

道事業会計予算についてご説明申し上げます。  

 第１条、総則の規定であります。令和６年度井手町水道事業会計の予算は、

次に定めるところによる。  
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 第２条、業務の予定量の規定であります。業務の予定量は、次のとおりと

する。  

 １号、給水戸数２，０４０戸。２号、年間総給水量７１万５，４００立方

メートル。３号、１日平均給水量１，９６０立方メートル。４号、主要な建

設改良事業、配水設備事業。  

 第３条、収益的収入及び支出の規定であります。収益的収入及び支出の予

定額は、次のとおりと定める。  

 収入であります。第１款水道事業収益１億３，５０８万４，０００円、第

１項営業収益１億６７５万６，０００円、第２項営業外収益２，８３２万７，

０００円、第３項特別利益１，０００円。  

 次に、支出であります。第１款水道事業費用１億４，３７９万９，０００

円、第１項営業費用１億３，３８４万９，０００円、第２項営業外費用９４

４万８，０００円、第３項特別損失２，０００円、第４項予備費５０万円。  

 次のページをお開き願います。第４条資本的収入及び支出の規定でありま

す。資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１，３６１万１，０００円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額１００万１，０００円、過年度分損益勘定

留保資金１，２６１万円で補てんするものとする。）。  

 収入であります。第１款資本的収入６００万２，０００円、第１項企業債

５００万円、第２項分担金１００万円、第３項寄附金１，０００円、第４項

その他資本的収入１，０００円。  

 次に、支出であります。第１款資本的支出１，９６１万３，０００円、第

１項建設改良費１，２２９万９，０００円、第２項企業債償還金７３１万３，

０００円、第３項その他資本的支出１，０００円。  

 第５条、企業債の規定であります。起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起債の目的、上水道事業債。限度額５００万円。ただし、発行価格が額面

を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加

算した額。起債の方法、証書借入れ又は証券発行。ただし、証券発行の方法

による場合においては、発行価格が額面金額１００円につき９９円５０銭以

上とする。利率８％以内（ただし、利率見直し方式で借入れる財政融資資金

及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において
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は、当該見直し後の利率）。償還の方法、４０ヶ年以内据置期間を含む。ただ

し、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換えすることができる。  

 次のページをご覧ください。  

 第６条、一時借入金の規定であります。一時借入金の限度額は５，０００

万円と定める。  

 第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用の規定であります。予定の支

出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １号、営業費用及び営業外費用並びに特別損失に係る予算額に過不足が生

じた場合におけるこれらの経費との間。２号、建設改良費及び企業債償還金

並びにその他資本的支出に係る予算額に過不足が生じた場合におけるこれら

の経費との間。  

 第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の規定であ

ります。次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。  

 １号、職員給与費１，００２万５，０００円。  

 第９条、他会計からの補助金の規定であります。水道事業会計助成のため、

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１５５万円である。  

 第１０条、たな卸資産購入限度額の規定であります。たな卸資産の購入限

度額は２００万円と定める。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与費

明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２３号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第２３号、令和６年度井手町多

賀地区簡易水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の多賀地区簡易水道事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の規定であります。歳入歳出予算の総額は歳入歳出

それぞれ５，５４１万４，０００円と定める。２項、歳入歳出予算の款項の
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区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 第２条、地方債の規定であります。地方自治法第２３０条第１項の規定に

より起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、「第２表地方債」による。  

 第３条、一時借入金の規定であります。地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は２，０００万円と定める。  

 第４条、歳出予算の流用の規定であります。地方自治法第２２０条第２項

ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができ

る場合は、次のとおりと定める。  

 １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 それでは、５ページをお開き願います。第２表地方債であります。  

 起債の目的、水道事業債。限度額２，０００万円。ただし発行価格が額面

を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加

算した額。起債の方法、証書借入れ又は証券発行。ただし、証券発行の方法

による場合においては、発行価格が額面金額１００円につき９９円５０銭以

上とする。利率８％以内（ただし、利率見直し方式で借入れる財政融資資金

及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）。償還の方法、４０ヶ年以内据置期間を含む。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還

又は低利に借換えすることができる。  

 １枚めくっていただきまして、裏面でございます。歳入歳出予算事項別明

細書であります。  

 歳入であります。１款分担金及び負担金、本年度予算額７８万５，０００

円、比較４２９万２，０００円の減。  

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額３，３０５万５，０００円、比較２

００万円の減。  

 ３款財産収入、本年度予算額２万１，０００円、比較２，０００円の減。  

 ４款寄附金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロ。  

 ５款繰入金、本年度予算額１５４万８，０００円、比較ゼロ。  

 ６款繰越金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロ。  

 ７款諸収入、本年度予算額３，０００円、比較ゼロ。  
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 ８款町債、本年度予算額２，０００万円、比較５０万円の減。  

 以上、歳入合計、本年度予算額５，５４１万４，０００円、比較６７９万

４，０００円の減であります。  

 次のページをご覧ください。  

 次に、歳出であります。１款業務費、本年度予算額２，５９０万８，００

０円、比較２９０万３，０００円の減、財源内訳といたしまして、その他の

２万１，０００円、一般財源の２，５８８万７，０００円。  

 ２款事業費、本年度予算額２，０３５万円、比較１００万円の減、財源内

訳といたしまして、地方債の２，０００万円、一般財源の３５万円。  

 ３款公債費、本年度予算額８７５万６，０００円、比較２８９万１，００

０円の減、財源内訳といたしまして、その他の１５４万８，０００円、一般

財源の７２０万８，０００円。  

 ４款予備費、本年度予算額４０万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまして、

一般財源の４０万円。  

 以上、歳出合計、本年度予算額５，５４１万４，０００円、比較６７９万

４，０００円の減、財源内訳といたしまして、地方債の２，０００万円、そ

の他の１５６万９，０００円、一般財源の３，３８４万５，０００円であり

ます。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与費

明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２４号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  

保健医療課長（中谷  誠）   それでは、議案第２４号、令和６年度井手町後

期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

 第１条、歳入歳出予算の規定であります。歳入歳出予算の総額は歳入歳出

それぞれ１億５，２５０万２，０００円と定める。２項歳入歳出予算の款項

の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 それでは、４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書であり

ます。  
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 歳入であります。１款保険料、本年度予算額１億１，５０６万１，０００

円、比較１，２５４万９，０００円であります。  

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額２万４，０００円、比較ゼロであり

ます。  

 ３款繰入金、本年度予算額３，７１９万２，０００円、比較２２４万９，

０００円であります。  

 ４款繰越金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロであります。  

 ５款諸収入、本年度予算額２２万４，０００円、比較ゼロであります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額１億５，２５０万２，０００円、比較１，

４７９万８，０００円であります。  

 ５ページをご覧ください。  

 歳出であります。１款総務費、本年度予算額１８６万円、比較２６万４，

０００円、財源内訳といたしまして、その他の２万４，０００円、一般財源

の１８３万６，０００円であります。  

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億５，０３３万２，

０００円、比較１，４５３万４，０００円、財源内訳といたしまして、その

他の１億１，５０７万２，０００円、一般財源の３，５２６万円であります。  

 ３款諸支出金、本年度予算額２１万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまし

て、その他の２１万円であります。  

 ４款予備費、本年度予算額１０万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまして、

一般財源の１０万円であります。  

 以上、歳出合計、本年度予算額１億５，２５０万２，０００円、比較１，

４７９万８，０００円、財源内訳といたしまして、その他の１億１，５３０

万６，０００円、一般財源の３，７１９万６，０００円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２５号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  

高齢福祉課長（坂井幸一郎）   それでは、議案第２５号、令和６年度井手町

介護保険特別会計予算につきましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の規定であります。保険事業勘定の歳入歳出予算の
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総額は歳入歳出それぞれ９億３，５６７万３，０００円と定める。２項、介

護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７３０万１，

０００円と定める。３項、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳

出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。  

 第２条、一時借入金の規定であります。地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入れの最高額は５，０００万円と定める。  

 第３条、歳入歳出予算の流用の規定であります。地方自治法第２２０条第

２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。  

 １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 それでは、５ページをお開きください。保険事業勘定の歳入歳出予算事項

別明細書であります。  

 歳入であります。１款保険料、本年度予算額１億６，５６９万２，０００

円、比較１５３万２，０００円の減であります。  

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額４万３，０００円、比較ゼロであり

ます。  

 ３款国庫支出金、本年度予算額２億２，８６１万円、比較６２６万２，０

００円の減であります。  

 ４款支払基金交付金、本年度予算額２億３，７２２万１，０００円、比較

９０４万７，０００円の減であります。  

 ５款府支出金、本年度予算額１億３，０４３万８，０００円、比較６９５

万４，０００円の減であります。  

 ６款財産収入、本年度予算額２万９，０００円、比較３，０００円の減で

あります。  

 ７款繰入金、本年度予算額１億７，３６３万３，０００円、比較１，４３

５万９，０００円の減であります。  

 ８款繰越金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロであります。  

 ９款諸収入、本年度予算額６，０００円、比較ゼロであります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額９億３，５６７万３，０００円、比較３，

８１５万７，０００円の減であります。  
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 次に、６ページをご覧ください。  

 歳入であります。１款総務費、本年度予算額１，５１７万７，０００円、

比較４１７万９，０００円の減、財源内訳といたしまして、その他の４万３，

０００円、一般財源の１，５１３万４，０００円であります。  

 ２款保険給付費、本年度予算額８億５，３６４万６，０００円、比較２，

７８８万９，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の３億３，

８４２万１，０００円、その他の３億９，６６５万９，０００円、一般財源

の１億１，８５６万６，０００円であります。  

 ３款地域支援事業費、本年度予算額６，５８０万９，０００円、比較６０

８万６，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の２，０６２

万７，０００円、その他の１，６２５万４，０００円、一般財源の２，８９

２万８，０００円であります。  

 ４款基金積立金、本年度予算額２万９，０００円、比較３，０００円の減、

財源内訳といたしまして、その他の２万９，０００円であります。  

 ５款公債費、本年度予算額１，０００円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の１，０００円であります。  

 ６款諸支出金、本年度予算額１万１，０００円、比較ゼロ、財源内訳とい

たしまして、一般財源の１万１，０００円であります。  

 ７款予備費、本年度予算額１００万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまし

て、一般財源の１００万円であります。  

 以上、歳出合計、本年度予算額９億３，５６７万３，０００円、比較３，

８１５万７，０００円の減、財源内訳といたしまして、国府支出金の３億５，

９０４万８，０００円、その他の４億１，２９８万５，０００円、一般財源

の１億６，３６４万円であります。  

 次に、２０ページをお開きください。介護サービス事業勘定の歳入歳出予

算事項別明細書であります。  

 歳入であります。１款サービス収入、本年度予算額２３０万円、比較ゼロ

であります。  

 ２款繰越金、本年度予算額５００万円、比較ゼロであります。  

 ３款諸収入、本年度予算額１，０００円、比較ゼロであります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額７３０万１，０００円、比較ゼロでありま

す。  
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 次に、２１ページをご覧ください。  

 歳出であります。１款サービス事業費、本年度予算額２３０万円、比較ゼ

ロ、財源内訳といたしまして、その他の２３０万円であります。  

 ２款諸支出金、本年度予算額５００万円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の５００万円であります。  

 ３款予備費、本年度予算額１，０００円、比較ゼロ、財源内訳といたしま

して、一般財源の１，０００円であります。  

 以上、歳出合計、本年度予算額７３０万１，０００円、比較ゼロ、財源内

訳といたしまして、その他の２３０万円、一般財源の５００万１，０００円

であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与

費明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第２６号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第２６号、令和６年度井手町下

水道事業会計予算についてご説明申し上げます。  

 第１条、総則の規定であります。令和６年度井手町下水道事業会計の予算

は、次に定めるところによる。  

 第２条、業務の予定量の規定であります。業務の予定量は次のとおりとす

る。  

 １号、処理区域面積２１０ヘクタール。２号、処理区域内人口６，８９７

人。３号、年間総処理水量１３８万５，０００立方メートル。４号、１日平

均処理水量３，７９５立方メートル。５号、主要な建設改良事業、面整備事

業、改築更新事業。  

 第３条、収益的収入及び支出の規定であります。収益的収入及び支出の予

定額は、次のとおりと定める。  

 収入であります。第１款下水道事業収益３億８，８３３万４，０００円、

第１項営業収益１億７，０２２万６，０００円、第２項営業外収益２億１，

８１０万８，０００円。  

 次に、支出であります。第１款下水道事業費用３億７，９９１万３，００

０円、第１項営業費用３億２，７１５万８，０００円、第２項営業外費用４，
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２６６万６，０００円、第３項特別損失９０８万９，０００円、第４項予備

費１００万円。  

 次のページをお開き願います。第４条、資本的収入及び支出の規定であり

ます。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１億３７３万７，０００円は、当年度損益

勘定留保資金１億３７３万７，０００円で補てんするものとする。）。  

 収入であります。第１款資本的収入３億７４４万８，０００円、第１項企

業債１億５，４５０万円、第２項他会計負担金６，５７２万８，０００円、

第３項補助金８，６５０万円、第４項その他資本的収入７２万円。  

 次に、支出であります。第１款資本的支出４億１，１１８万５，０００円、

第１項建設改良費２億３，２８１万６，０００円、第２項企業債償還金１億

７，７６４万９，０００円、第３項その他資本的支出７２万円。  

 第５条、特例的収入及び支出の規定であります。地方公営企業法施行令第

４条第４項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収

金及び未払金は、それぞれ１，５４１万２，０００円及び４，９４９万１，

０００円である。  

 第６条、企業債の規定であります。起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起債の目的、下水道事業債。限度額１億５，４５０万円。ただし、発行価

格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を

これに加算した額。起債の方法、証書借入れ又は証券発行。ただし、証券発

行の方法による場合においては、発行価格は額面金額１００円につき９９円

５０銭以上とする。利率８％以内（ただし、利率見直し方式で借入れる財政

融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率）。償還の方法、４０ヶ年以内据置期間を含

む。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしく

は繰上償還又は低利に借換えすることができる。  

 次のページをご覧ください。  

 第７条、一時借入金の規定であります。一時借入金の限度額は１億円と定

める。  

 第８条、予定支出の各項の経費の金額の流用の規定であります。予定支出

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
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 １号、営業費用及び営業外費用並びに特別損失に係る予算額に過不足が生

じた場合におけるこれらの経費との間。２号、建設改良費及び企業債償還金

並びにその他資本的支出に係る予算額に過不足が生じた場合におけるこれら

の経費との間。  

 第９条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の規定であ

ります。次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。  

 １号、職員給与費１，２６５万円。  

 第１０条、他会計からの補助金の規定であります。下水道事業会計助成の

ため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億５，１００万１，０

００円である。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与費

明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   引き続き、主な事業の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、令和６年度井手町下水道事業会計予

算に計上した事業の概要についてご説明申し上げます。なお、次のページに

工事箇所図を添付しておりますので、併せてご参照願います。  

 図面対象番号①、事業名、改築更新事業、事業費２，６００万円、財源内

訳といたしまして、国府支出金の１，１００万円、地方債の１，５００万円、

事業の概要といたしまして、マンホール蓋取替７５か所。  

 図面対象番号②、事業名、面整備事業、事業費３，１００万円、財源内訳

といたしまして、国府支出金の６００万円、地方債の２，５００万円、事業

の概要といたしまして、流田地区、Ｌ＝１５０メートル、設計業務一式であ

ります。  

 図面対象番号③、事業名、合藪ポンプ場設備改修等事業、事業費１億３，

５５０万円、財源内訳といたしまして、国府支出金の６，４００万円、地方

債の７，１５０万円、事業の概要といたしまして、耐震補強工事他一式であ

ります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  
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議長（奥田俊夫）   次に、議案第２７号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   寺井企画財政課長。  

企画財政課長（寺井佳孝）   それでは、議案第２７号、令和６年度井手町多

賀財産区特別会計予算につきましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町の多賀財産区特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 第１条、歳入歳出予算の規定でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ３６４万円と定める。２項、歳入歳出予算の各項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 それでは、４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書であり

ます。  

 歳入であります。１款財産収入、本年度予算額４３万２，０００円、比較

５，０００円の減であります。  

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額２，０００円、比較ゼロであります。  

 ３款寄附金、本年度予算額１，０００円、比較ゼロであります。  

 ４款繰入金、本年度予算額３００万３，０００円、比較９２万６，０００

円の減であります。  

 ５款繰越金、本年度予算額２０万円、比較ゼロであります。  

 ６款諸収入、本年度予算額２，０００円、比較ゼロであります。  

 以上、歳入合計、本年度予算額３６４万円、比較９３万１，０００円の減

であります。  

 次のページをご覧ください。  

 歳出であります。１款総務費、本年度予算額２４８万３，０００円、比較

２万１，０００円、財源内訳といたしまして、一般財源の２４８万３，００

０円であります。  

 ２款衛生費、本年度予算額９７万３，０００円、比較９５万円の減、財源

内訳といたしまして、一般財源の９７万３，０００円であります。  

 ３款諸支出金、本年度予算額８万４，０００円、比較２，０００円の減、

財源内訳といたしまして、その他の８万４，０００円であります。  

 ４款予備費、本年度予算額１０万円、比較ゼロ、財源内訳といたしまして、

一般財源の１０万円であります。  
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 以上、歳出合計、本年度予算額３６４万円、比較９３万１，０００円の減、

財源内訳といたしまして、その他の８万４，０００円、一般財源の３５５万

６，０００円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 お諮りします。本８件については、議員全員の委員で構成する予算特別委

員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議あ

りませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。したがって、日程第１０、議案第

２０号、令和６年度井手町一般会計予算から、日程第１７、議案第２７号、

令和６年度井手町多賀財産区特別会計予算までの８件については、予算特別

委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任につ

いては、井手町議会委員会条例第６条第４項の規定によって、議員全員を予

算特別委員会の委員に指名したいと思います。ご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しまし

た議員全員を予算特別委員会の委員に選任することに決定しました。  

 この際、暫時休憩します。休憩中に本特別委員会の正副委員長を互選いた

だき、議長までご報告願います。  

     休憩  午後  ０時３７分  

     再開  午後  ０時３７分  

議長（奥田俊夫）   休憩前に引き続き、再開します。  

 休憩中に予算特別委員会の正副委員長の互選があり、委員長には岡田久雄

議員、副委員長には脇本尚憲議員と決定いたしました。  

 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれで散会します。  



 

－１３７－ 

 なお、次回は３月２２日午前１０時から会議を開きます。大変ご苦労さま

でした。  

     散会  午後  ０時３７分  



 

－１３８－ 

右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。  

 

 

   議   長    奥  田  俊  夫  

 

 

 

   署名議員    田  中  保  美  

 

 

 

   署名議員    岡  田  久  雄  
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